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平成２８年 第２回宮崎市教育委員会定例会議事録

１ 日 時 平成２８年２月１７日（水）１３：３０～１６：００

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

二見教育長、松野委員、藤元委員、﨑田委員、畠山委員

【事務局】

二宮教育局長

（企画総務課）時任課長、田實補佐、山本主幹

宮畑主幹、関本主査、佐藤主査、茂田主任主事

（学校施設課）福島課長、片伯部補佐

（学校教育課）松竹課長、湊補佐、岡留補佐

（教育情報研修センター）江藤参事、牧野次長

（生涯学習課）染矢課長、大賀補佐

（保健給食課）山本課長、黒木補佐

（文化財課）日高課長、小窪補佐

５ 議題

議案第 2 号及び議案第 3 号については、会議開催時点では、市長記者会見前で未公

表あったため、非公開扱いとしたが、平成 28 年宮崎市議会第 1 回定例会において、可

決された内容であるため、会議録を公表する。

番 号 件 名 説 明 者

議案第２号
平成２８年度一般会計予算案（教育委員会関係分）に

ついて
教育局長

議案第３号
平成２７年度一般会計補正予算案（教育委員会関係

分）について
教育局長

議案第４号 宮崎市歴史資料館条例の一部改正の原案について 文化財課長

議案第５号 宮崎市指定無形民俗文化財の指定について 文化財課長

報告第３号
平成２７年度第６回宮崎市特別支援教育就学相談委員

会（答申及びまとめ）の報告について

て

学校教育課長

報告第４号 臨時代理の報告について（非公開） 学校教育課長
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二見教育長 定刻になりましたので、平成 28 年第 2 回定例会を始めさせてい

ただきます。

本日の傍聴者はありません。

会次第「2 会議録署名人の指名」です。資料１ページの「2 会

議録署名人の指名」をご覧ください。今回は、私二見と、畠山委

員にお願いいたします。

それでは、「3 教育長及び委員報告」に入ります。資料１ペー

ジの「3 教育長及び委員報告」をご覧ください。

（1）教育長報告です。2 月 4 日（木）から 5 日（金）まで、別府

市で行われた「九州都市教育長協議会第 2 回理事会」について、

報告いたします。

この理事会では、平成 28 年度役員の選出について協議がなされ、

会長に長崎市の馬場教育長が引き続き選出されました。本県は、理事

として、宮崎市と日向市、各県輪番制の監事に小林市が選出されてお

ります。

また、平成 28 年度の定期総会並びに研究大会の開催について、定

期総会における本協議会としての宣言文について協議を行いました。

宮崎県は平成 31 年度が開催県となります。

意見交換では、本市に対してフッ化物洗口に関する質問があり、現

状と議会での様子について、わかる範囲で説明をしてまいりました。

（2）委員報告は特にありません。

事務局からの報告について、企画総務課長にお願いします。

時任企画総務課長 2 月 4 日（木）に、市長の定例記者会見がございましたので、ご報

告いたします。

宮崎市教育大綱策定について、市長からの発表がございました。発

表の内容としては、1 点目が人財育成をコンセプトとした教育大綱を

策定したということ。2 点目が、策定の法的根拠について説明された

後、本市の総合計画後期基本計画や教育ビジョン改訂版を踏まえた内

容であること。3 点目に、推進にあたっては学校、家庭、地域、関係

団体と連携していくということを説明されました。

また、記者からの質問がございましたが、その中で市長は、教育行

政を進めていくうえでは、市内部におきましても、教育委員会、市長

部局等といった縦割りではなく、市全体で連携しながら総合的に行っ

ていくということを説明されております。

発表の後、12 時から市のホームページで策定についての公表をい

たしております。以上でございます。

二見教育長 ありがとうございました。

この他につきましては、紙面をご覧ください。なお、平成 27 年度

第 6 回特別支援教育就学相談委員会の報告については、議事報告で報

告させていただきます。

委員の皆様で、先月の定例会以降の他の会議や行事について、感想

や気づかれた点などがございましたら、ご発言をお願いします。

﨑田委員 先ほどの雑談の中でも出ましたが、昨日、家庭教育学級の研修会に

参加させていただきました。委員を拝命してから、毎年参加させてい

ただいていますが、すごく毎年いろいろな講師の方にお話を聞かせて

いただき、勉強させていただく会だと思います。ふと後ろを見た時に、

少し空席が多かったような気がするので、その辺りで生涯学習課の方

に、要請などでお困りだったとかご苦労話はなかったでしょうか。
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染矢生涯学習課長 﨑田委員から鋭い指摘があり、恐縮いたしております。毎年こうい

う状況ではありますが、昨年度は階段席の皆さんを下に下ろして、下

に座っていただいて席を埋めたというところですが、なかなか声をか

けてもそれぞれお忙しいということもあり、300 人を予定しておりま

したが、約 200 人の参加となりました。今後も、家庭教育学級は地域

と家庭との連携ということで、非常に大切な事業であると考えており

ますので、引き続きご案内をしながら、人を増やす工夫をしていきた

いと思います。

二見教育長 200 人入っていた感覚はありませんでしたが、あれだけスペースが

空いていたからそう見えるのでしょうか。

﨑田委員 付け加えて、自分も子どもが小学生の時に、家庭教育学級に参加さ

せていただいたことがあるのですが、その時は後ろの方に座ってい

て、もう少しあの時は人数がいたかなという気がしますし、平日で仕

事もあったりいろいろな御用がある中で、自分自身も行くのはどうし

ようかなと思う時がありますが、行ってお話を聞くと、勉強してよか

ったな、来てよかったなと思える会なので、すごくもったいないなと

いう気がしています。

大会を実施するうえで、工夫できることはないだろうかと思った時

に、休日にするとお子さんがいらっしゃるので尚更参加しにくいの

か、平日だと仕事をされている方は難しいのか。家庭教育学級も毎年

動員をかけますが、いつも教頭先生が窓口になってお声がけをしてく

ださいますが、大きな学校で 1 回目を 30 名ぐらいで予想していたり

しますが、なかなか集まらなくて 2 次募集、3 次募集をかけてやっと

集まるような状態なので、なかなか今の時代では難しいのかなと思い

つつ、こういう勉強をする機会は保護者の 1 人としては大事にしたい

なという反省も込めまして、ありがとうございます。よろしくお願い

します。

松野代表教育委員 関連して、私も 2 月 7 日の野村生涯教育センターの会と、2 月 11

日の祝日にあった市のＰＴＡ研究大会と、昨日と、非常に素晴らしい

会議に参加させていただきました。どうしても行きたいけど行けない

という方々に、この様子を各学校で工夫してエキスだけでも還元して

いただけるといいと思います。光る言葉、耳に残った言葉だけでもい

いと思いますが、そういうことを感じました。

畠山委員 私も教育委員を拝命していなければ、ＰＴＡの協議会研究大会や家

庭教育学級研修会には参加することはできなかったのではないかと

思います。本当にＰＴＡの大会も素晴らしい構成で、昨日も大変勉強

になりましたし、これは子どもがいる、いないに関わらず、一般の方

にもぜひ呼びかけていただいて、宮崎市全体の皆さんに興味をもって

いただきたい会でしたので、そういう工夫もしていただけるとありが

たいなと思いました。

二見教育長 一般公開でもいいぐらいの会でしたね。

座る場所で講師がいろいろ言われましたが、なかなか座った後は移

動ができませんので、座る場所も考えてみるといいかもしれませんと

いう話をしておきました。

以上で、教育長及び委員報告を終わります。続いて、「４ 議事」

に入ります。

本日は、議案が 4 件、報告が 2 件となっております。それでは「４

議事 議案」と印字された資料の表紙裏１ページをご覧ください。
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二見教育長 それでは、議案第 2 号「平成 28 年度一般会計予算案（教育委員

会関係分）について」、議案第 3 号「平成 27 年度一般会計補正予

算案（教育委員会関係分）について」、一括して事務局から説明

をお願いします。

二宮教育局長 私から、教育委員会の平成 28 年度当初予算と平成 27 年度 3 月

補正予算の概要について、議案集 3 ページから 5 ページ、議案集 7

ページから 8 ページとなります。

それでは、議案第 2 号別紙 1 をご覧ください。

平成 28 年度歳出予算（教育委員会関係分）総括表でございます。

教育委員会の平成 28 年度当初予算額は 68 億 9,932 万 7 千円を

計上しており、前年度と比較して 2 億 5,022 万 8 千円、率にして

3.8％の増となっております。

右側に、歳出見直した事業の主なもの、新規・拡大事業の主な

ものを課ごとに記載しておりますので、それに沿って説明いたし

ます。

はじめに、企画総務課をご覧ください。

28 年度当初予算額は、前年度と比較して 0.1％の微増となって

おります。主な要因は、「小・中学校管理運営費」や「中学校教

育教材用具等購入事業」等の事業費の増によるものでございます。

次に、学校施設課ですが、前年度と比較して 2.9％の減となって

おります。主な要因は、「小学校と中学校のトイレ改修事業」「中

学校屋内運動場大規模改造事業」等の事業費の減によるものでご

ざいます。

次に、学校教育課ですが、前年度と比較して 1.6％の減となって

おります。主な要因は、「中学校教師用教科書指導書改訂事業」

等の事業費は増となった一方で、「小学校教師用教科書指導書改

訂事業」等の事業費が減となったことによるものでございます。

次に、教育情報研修センターですが、前年度と比較して 8.1％の

増となっております。主な要因は、「小中学校コンピュータ推進

事業」「情報教育推進事業」の事業費の増によるものでございま

す。

次に、生涯学習課ですが、前年度と比較して 19.1％の増となっ

ております。主な要因は、「青島地域複合型防災施設整備事業（公

民館分）」等の事業費の増によるものでございます。

次に、保健給食課ですが、前年度と比較して 0.8％の増となって

おります。主な要因は、「学校給食食材加工等業務委託事業」や

「学校給食施設設備維持管理事業」等の事業費の増によるもので

ございます。

次に、文化財課ですが、前年度と比較して 9.7％の減となってお

ります。主な要因は、「本野原遺跡保存整備事業」等の事業費の

減によるものでございます。

歳出予算総括表の説明については、以上でございます。

続きまして、当初予算の歳入について概要をご説明いたします。

議案集 4 ページ「平成 28 年度歳入歳出予算案（教育委員会関係

分）」の「歳入」をお開きください。

表の一番下にあります、歳入合計をご覧ください。

平成 28 年度の歳入合計は 19 億 6,554 万 3 千円を計上しており

まして、前年度と比較して 3 億 3,618 万 1 千円の増となっており

ます。
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主なものをご説明いたしますと、上から 3 段目の「55 款 国庫支

出金」をご覧ください。

国庫支出金全体では、2 億 2,542 万 6 千円を計上しております。

このうち、「15 項 国庫補助金」の「35 目 教育費国庫補助金」

が、前年度と比較して 8,759 万 4 千円の減となっておりますが、

これは、学校施設の改修に対する国の補助金である「学校施設環

境改善交付金」の対象事業が減少したこと等に伴うものでござい

ます。当初予算の歳入に関する説明は、以上でございます。

次に、5 ページをお開きください。

当初予算の歳出を科目（款項目）ごとにまとめた資料でござい

ますが、主要事業等は先ほど総括表で説明したとおりでございま

すので、詳細は割愛させていただきます。

平成 28 年度当初予算案の説明については、以上でございます。

続きまして、平成 27 年度 3 月補正予算案（教育委員会関係分）

についてご説明いたします。歳出からご説明いたしますので、議

案集 8 ページをお開きください。

歳出補正予算でございますが、表の一番下の歳出合計をご覧く

ださい。補正前の予算額 66 億 9,225 万 7 千円に対しまして、補正

額が 1 億 676 万 8 千円の減額、累計予算額は 65 億 8,548 万 9 千円

となっております。

主なものをご説明いたしますと、まず、上から 2 段目の「20 款 民

生費」をご覧ください。「15 項 児童福祉費」の「10 目 児童福祉

総務費」の補正額が 7,008 万 6 千円の減額となっておりますが、

これは実績見込みに伴う「児童クラブ運営事業」等の減によるも

のでございます。

次に、上から 3 段目の「55 款 教育費」をご覧ください。教育費

全体では、3,652 万 4 千円の減額となっております。

主なものといたしましては、まず、「10 項 教育総務費」をご覧

ください。

補正額は、620 万 1 千円の増額でございますが、このうち「15

目 事務局費」が 960 万 4 千円の増額となっておりまして、これは

「スクールバス運行管理事業」の増額、「児童生徒各種大会出場

補助事業」の増額などによるものでございます。

また、その下の「20 目 教育情報研修センター費」が 311 万 2

千円の減額となっておりますが、これは「小中学校コンピュータ

推進事業」の減などによるものでございます。

次に、「15 項 小学校費」をご覧ください。補正額は、2,315 万

2 千円の増額でございますが、このうち「10 目 学校管理費」が

2,940 万 2 千円の増額となっておりまして、これは、電気料金の値

上げ等により、光熱水費が当初の見込みよりも上回ることへの対

応でございます。

また、「20 目 学校建設費」が 1,047 万 8 千円の減額となって

おりますが、これは「小学校トイレ改修事業」の減などによるも

のでございます。

次に、「20 項 中学校費」をご覧ください。補正額は、3,258 万

6 千円の増額でございますが、これは、小学校と同様に「光熱水費

の増加への対応」などに伴う増によるものでございます。

次に、「30 項 社会教育費」をご覧ください。
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補正額は、8,024 万 7 千円の減額でございますが、このうち「20

目 公民館費」が 4,337 万 1 千円の減額となっておりまして、これ

は「（仮称）加納地区公立公民館建設事業」の減などによるもの

でございます。

また、「35 目 文化財費」が 4,072 万 6 千円の減額となっており

ますが、これは「埋蔵文化財の受託発掘調査事業」や「本野原遺

跡保存整備事業」の減などによるものでございます。

次に、「35 項 保健体育費」をご覧ください。補正額は、1,821

万 6 千円の減額でございますが、このうち「10 目 保健体育総務費」

が 742 万 8 千円の減額となっておりまして、これは「学校保健安

全事業」の減などによるものでございます。

歳出補正予算の説明は以上でございます。

続きまして、歳入補正予算（教育委員会関係分）についてご説

明いたします。議案集 7 ページに戻りまして、表の一番下の歳入

合計をご覧ください。

補正前の予算額 16 億 7,236 万 2 千円に対しまして、補正額が

1,796 万 6 千円の減額、累計予算額は 16 億 5,439 万 6 千円となっ

ております。

主なものをご説明いたしますと、まず、上から 3 段目の「55 款 国

庫支出金」をご覧ください。「15 項 国庫補助金」の「35 目 教育

費国庫補助金」が 2,434 万 6 千円の減額となっておりますが、こ

れは内訳の欄の下から 5 つ目にあります「学校施設環境改善交付

金」が 2,539 万円の減となっていること等によるものでございま

す。

次に、下から 2 段目の「85 款 諸収入」をご覧ください。

「25 項 受託事業収入」が 2,558 万 8 千円の減額となっておりま

すが、これは「埋蔵文化財発掘調査事業費」の減によるものでご

ざいます。

その他につきましては、決算見込み等に伴う補正でございます。

平成 27 年度 3 月補正予算案の説明については、以上でございま

す。

ただ今説明いたしました平成 28 年度当初予算案（教育委員会関

係分）と平成 27 年度 3 月補正予算案（教育委員会関係分）につき

ましては、3 月議会に提案することといたしております。

この後は、個別の事業等の状況について各課長から説明させて

いただきます。

時任企画総務課長 それでは、あらためて議案書 3 ページの歳出予算統括表をご覧くだ

さい。ご覧のとおり、本課の全体予算は、9 億 1,905 万円で、前年度

との比較で 0.1％増とほぼ同額予算となっております。

本課の予算は、大半が経常的な経費でございます。小中学校管理費

が全体の予算の約 8 割を占めており、また、その中でも光熱水費が小

中学校管理費の約 6 割を占めております。高熱水費に関しては、各学

校で節減努力もしていただいておりますが、最近のマイナスシーリン

グによる予算編成は本課にとって厳しい状況が続いております。

しかしながら、そのような状況の中で、学校並びに保護者への負担

増を来たさないよう特に学校配当予算については前年度と同額程度

の確保に努めたところでございます。

それでは、平成 28 年度当初予算案の概要について、主なものをご

説明いたします。予算案の概要の 1 ページをお開きください。
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まず、上から 2 番目の「たちあがろう 未来を担う中学生交流事業」

285 万円でございます。交流事業につきましては、25 年度から 27 年

度までの 3 箇年事業で、被災地支援を目的とした「がんばろう東北子

どもたちふれあい交流事業」を実施し、初期の目的は達したものと考

えております。

しかしながら、被災地はまだまだ復興途上であり、また、東日本大

震災の記憶を風化させないために、そして、本市で想定される、南海

トラフ大地震に備えるためにも、さらに防災意識の醸成を図ることが

重要だと考えております。

そのために、今後も継続した取組が必要と考えておりますので、28

年度からも引き続き、交流事業を実施したいと考えて事業を再構築し

たところでございます。

なお、事業の実施にあたっては、防災意識の醸成に重点を置きなが

ら、被災地支援、山元町との絆をさらに深めていきたいと考えており

ます。

具体的な事業内容としては、これまでと同様に交流事業と防災教育

セミナー開催の 2 本立てとして実施します。

交流事業につきましては、交流団の規模を縮小しますが、本市にお

きまして浸水被害が想定される学校を優先的に、そして、より多くの

学校の生徒を対象として、山元町との相互交流を行う予定でございま

す。1 年目は、山元町から宮崎市へ交流団 15 人程度を招待する予定

でございます。

また、本市における防災意識の醸成を図るため、被災地域から講師

をお招きして、防災教育セミナーを開催する予定でございます。

次に、その下の「小・中学校管理運営費」7 億 4,850 万円でござい

ます。これは、小中学校 73 校の運営や環境維持に必要な消耗品費、

備品購入費、高熱水費、修繕料などの経費でございます。

予算編成が厳しい状況ではございますが、先ほど申し上げましたよ

うに、前年度比で同額程度の確保に努めているところでございます。

なお、高熱水費については、今後も各学校に対して節減をお願いして

まいりたいと考えております。

次に、下から 2 番目の「宮崎市立古城小学校振興基金活用事業」42

万円でございます。

この事業は、故・前田輝子氏の寄附により設置された基金を財源と

いたしまして、鳥原ツル氏の顕彰と古城小学校児童の学習環境の充実

を図るものでございます。

事業内容につきましては、学校、ＰＴＡ、自治会、教育委員会等で

構成する検討委員会で協議を行い、決定したものでございまして、来

年度は、図書の購入、鑑賞会等の開催を予定しております。

この執行については、故・前田輝子氏の思いを大切にし、学校や地

域の希望に沿って実施したいと考えており、現在、学校図書館建設に

向けて検討委員会の中で協議を進めているところでございます。

次に、一番下の「小・中学校教育教材用具等購入事業」1 億 780 万

円でございます。これは、学習指導要領に基づいた教育課程を実施す

るうえで、必要な教材を整備するための経費でございます。今回は、

中学校におきまして、5 年に一度の教科書改訂の時期になりますの

で、当該教科書に併せた新たな設備等の購入に対応した予算も確保し

ております。

また、老朽化した机や椅子につきましても、計画的に更新を進めて
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おります。

次のページをご覧ください。一番上の「小・中学校図書購入事業」

4,113 万 6 千円でございますが、これは、学校図書館の図書の充実を

図るとともに、児童生徒用の新聞を配備するものでございます。

学校図書の充実については、国が示しております達成基準を満たす

よう学校への配当につきましては、各学校の図書の蔵書達成率を見な

がら、低い学校に対して傾斜配分を行うなど配慮しております。

次に、その下の「小・中学校理科教育等設備器具購入事業」550 万

円でございますが、実験や観察に使用する設備器具を購入し、理科教

育の充実を図るものでございます。

企画総務課の説明は以上でございます。

福島学校施設課長 学校施設課でございます。

学校施設課の歳出予算は、8 億 6,062 万 2 千円で、前年度と比較し、

2.9％の減となっております。

現在、校舎や屋内運動場のうち、建築後 30 年を経過したものは全

体の約 7 割を占めていることから、学校施設の長寿命化対策が必要と

考えます。そこで、平成 28 年度は大型事業を計画していないことか

ら、「屋根防水改修事業」、「高圧変電設備更新事業」などの長寿命

化対策に関する事業の充実を図っていきたいと考えております。

それでは、学校施設課の平成 28 年度当初予算案の概要について、

主なものをご説明いたします。

平成 28 年度当初予算案及び平成 27 年度 3 月補正予算案の概要の 3

ページをお開きください。

まず、一番下の「小・中学校施設改善事業」8,814 万 5 千円でござ

います。

定期点検の結果や学校からの要望を考慮しながら、個々の学校の状

況を反映したもので、老朽化した学校施設外壁や屋根の維持、照明器

具取替などの補修等を実施し教育環境の機能維持を図るための経費

でございます。

次に、下から 2 番目の「小・中学校施設管理運営費」1 億 450 万円

でございます。

学校施設の維持管理として、「受水槽・高架水槽清掃」、「自家用

電気工作物保守管理業務」に係る保守点検等の委託料、手数料などを

支出し、適切な管理運営を図るための経費でございます。

次に、4 ページをご覧ください。学校建設費関係でございます。

定期点検の結果や、学校からの要望を考慮しながら、個々の学校の

状況を反映し年次計画に基づき実施しているものです。主な事業とい

たしましては、一番上の「小中学校施設整備事業」として 1 億 2,500

万円、上から 3 番目「小中学校屋内運動場の屋根防水改修事業」とし

て 6,163 万 6 千円、その下の「小中学校校舎屋根の防水改修事業」と

して 1 億 5,564 万円、さらにその下の「小中学校校舎外壁落下防止対

策事業」として 7,568 万円など、学校施設の機能向上や長寿命化対策

に要する経費を計上しております。

また、一番下の「小学校プールろ過機更新事業」として 2,500 万円、

次の 5 ページの上から 2 番目の「小中学校高圧受変電設備更新事業」

として 1 億 1,355 万 4 千円を計上するなど、老朽化した設備の更新を

計画し、児童生徒の教育環境の維持や安全確保を図ってまいりたいと

考えております。

学校施設課に関する平成 28 年度当初予算の概要についての説明は



- 9 -

以上でございます。

次に、平成 27 年度 3 月補正予算の主なものについてご説明いたし

ます。資料の最後のページ、31 ページをご覧ください。

国の平成 27 年度補正予算を活用した補助金交付対象事業の募集に

伴い、平成 28 年度当初予算として計画しておりました事業の一部を

前倒しで行うこととしたものでございます。

対象事業は、「小中学校トイレ改修事業（Ｈ27 年度国補正）」で、

合わせて 6,770 万円でございます。

老朽化した校舎内トイレについて、内装改修、配管取替、便器の様

式化等の抜本的な改修を行い、トイレの長寿命化及び衛生環境の改善

を図るものでございます。

なお、設計段階において、児童生徒が参加したワークショップでの

意見をできうる限り反映しております。

学校施設課に関する、平成 28 年度当初予算案の概要、平成 27 年度

3 月補正予算案についての説明は以上でございます。

松竹学校教育課長 資料 6 ページをお開きください。主な事業についてご説明する前

に、予算編成の過程を説明させていただきます。

当課の予算は、学校への人的派遣に係る予算や、就学のための保護

者への経済的支援を行う扶助費の予算が大きなウエイトを占めます。

その中で、扶助費以外の一般財源予算には、マイナスシーリングが求

められていることから、今年度の既存事業の見直しや再度の精査を行

うことにより、先ほど局長から説明がありましたように、対前年度比

1.6％の減額で予算編成を行ったところでございます。そのような厳

しい予算編成の中にありましても、学校や保護者から多くの要望があ

る人の派遣につきましては、学校の現状や必要性を、予算査定時に繰

り返し説明をさせていただき、必要な人員の確保に努めたところでご

ざいます。

それでは、学校教育課の平成 28 年度当初予算案の概要について、

主な事業をご説明させていただきます。

6 ページの上から 3 段目をご覧ください。

まず、「小学校学力向上推進事業」1,603 万 2 千円でございます。

この事業は、小学校の学力の向上を図るため、学校の実情に応じて

非常勤講師を小学校に派遣し、きめ細かな指導を行うものです。

平成 28 年度は、今年度より派遣の対象校を 3 校増やし、8 校とす

る予定でございます。

次に、その下の段をご覧ください。「中学校習熟度別少人数指導推

進事業」5,010 万円でございます。

この事業は、中学生の学力の向上を図るため、各中学校に非常勤講

師を配置し、数学・英語の教科で、少人数指導等を行うものでござい

ます。平成 28 年度は、非常勤講師は、これまで同様全中学校 25 校に

配置する予定でございますが、1 校当たりの年間時間数を 800 時間か

ら 750 時間に削減する予定です。

次に、8 ページの一番上をご覧ください。

「中学校教師用教科書指導書改訂事業」3,848 万円でございます。

平成 28 年度から中学校の教科書が新しくなることに伴い、教師用

の教科書と指導書の買い替えを行うものです。そのため、新規事業と

して位置づけております。

次に、8 ページの上から 4 段目をご覧ください。
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「特別支援学級ティーチングスタッフ派遣事業」4,489 万円、その

下、「教育アシスタント派遣事業」5,780 万 5 千円、その下、「特別

支援教育スクールサポート事業」7,439 万 9 千円でございます。

これらは、特別な教育的支援の必要な児童生徒に対して、特別支援

教育支援員等を配置することにより、当該児童生徒が充実した学校生

活を送ることができるように努めるものでございます。

平成 28 年度は、就学相談や各学校の状況から、ティーチングスタ

ッフを 2 人増やし 24 人、教育アシスタントを 5 人増やし 46 人、スク

ールサポーターを 2 人増やし 52 人配置する予定でございます。

次に、9 ページの上から 4 段目をご覧ください。

「不登校児童生徒対策事業」408 万円でございます。

この事業は、不登校を解消するため、適応指導教室を市内 6 か所に

設置し、相談業務や学習指導、体験学習などの適応指導を行い、学校

への復帰を図るものでございます。

次に、10 ページの一番上をご覧ください。

「小中学校スクールカウンセリング等事業」560 万 5 千円でござい

ます。

この事業は、児童生徒や保護者、学校関係者等に対して、不登校や

いじめ等に関するカウンセリングを行うものでございます。また、ス

クールアシスタント配置のための補助事業も、中学校 10 校を対象に

行う予定でございます。

次に、10 ページの上から 2 段目をご覧ください。

「教育振興就学援助事業」4 億 6,800 万円でございます。

この事業は、経済的理由によって就学困難な児童生徒に対し、義務

教育の円滑な実施を図るため、学用品費や給食費等を援助するもので

ございます。

最後に、12 ページの一番下の段をご覧ください。

新規事業として、「小学校体育アシスタント派遣事業」419 万 3 千

円でございます。事業構築の背景としまして、次年度から学校体育施

設開放事業で使用料が徴収されるにあたり、教育委員会いたしまし

て、その収入を財源に、児童に広く還元できる方策を検討してまいり

ました。内容といたしましては、専門性の高い体育アシスタントを小

学校に派遣し、児童の体育の授業への興味関心を高めるとともに、体

力向上を図ります。また教員の指導力の向上も併せて図るものでござ

います。学校教育課の平成 28 年度当初予算の概要についての説明は

以上でございます。

江藤教育情報研修

センター所長

教育情報研修センターの平成 28 年度当初予算の概要についてご説

明いたします。

昨年と比べ、3,052 万 7 千円の増となっています。研修センターの

予算としては 4 億 900 万 3 千円となります。

研修センターの予算につきましては、小中学校の情報教育に係るコ

ンピュータや通信ネットワークに係る経費になります。加えて、小中

学校の外国人講師による支援事業が主なもので、そのほとんどが計上

経費という状態になってきているところです。詳しくは概要に沿って

説明をいたします。

13 ページをお開きください。主なものを説明いたします。

まず、一番上の「教職員研修運営事業」180 万円です。教職員の資

質向上や、実践的指導力を高め、「学力の向上」の充実を図るための

研修や、教職員の指導技能を磨かせ、自己啓発の機会を与えるための、
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論文の募集、審査等に係る経費でございます。

次に、「情報教育推進事業」6,679 万円です。

学校における教育の情報化の充実を図るため、小中学校への情報教育

アドバイザーの派遣や、教育ネットワークの管理などに係る経費でご

ざいます。この事業につきましては、1,400 万円ほど上がっておりま

すが、アドバイザーに係る部分の経費が増大したことによるもので

す。

次に、「小中学校コンピュータ推進事業」2 億 6,050 万円です。

各小中学校に配付しております、教育用・校務用パソコンや、プロジ

ェクターのリース料、ネットワーク回線使用料などに係る経費でござ

います。

この事業につきましても、昨年と同じはずですが、コンピュータに

関するオペレーティングシステムやウイルスソフト関係の変更があ

ったために、1,400 万円程度増えているところです。

次に、新規事業「タブレット導入事業」76 万 7 千円です。

小中学校への有効なＩＣＴ授業の展開を検討するため、センター内

にタブレット機器類の研修環境を整備するもので、機器リース料に係

る経費でございます。これは新規事業で、厳しい財政事情の中、先生

方の次のステップに備えた事業を展開していこうと思って、計上した

ものであります。

次に、「小学校外国語活動推進事業」1,785 万 6 千円です。小学校

の国際理解教育や、外国語活動の指導の充実を図るため、宮崎市内の

外国人講師の派遣に係る経費でございます。

次のページです。「外国人講師（ＡＬＴ）招致事業」4,250 万円で

す。中学校の英語教育の向上と、国際感覚豊かな生徒の育成を図るた

め、8 人の外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣に係る経費です。

説明は以上です。

染矢生涯学習課長 生涯学習課でございます。

生涯学習課の平成 28 年度一般会計予算案の概要について、主なも

のをご説明いたします。

予算編成にあたりましては、平成 27 年度予算額の一般財源ベース

から 10％削減した額を達成目標とするという方針に基づき、生涯学

習課に限らず、非常に厳しい予算編成になったところでございます。

はじめに議案書の 3 ページの歳出予算統括表をご覧ください。

生涯学習課は、下から三段目でございます。

平成 28 年度当初予算は、18 億 2,979 万 4 千円で、平成 27 年度か

ら 19.1％増となっております。

増額のほとんどは公立公民館建設などハード整備に係る費用で削

減することが困難な予算でございました。

また、ソフト事業につきましても、例えば児童クラブにつきまして

は、教室数の増加により運営に係る事業費が増えているところです。

このようにどうしても増額せざるを得ない事業が多かったところ

でございますが、ご案内のとおり、生涯学習課では、関係団体も多く

抱えております。

委託料や補助金の執行も多いところでございますが、厳しい財政事

情について、各団体にご理解いただきながら、一方では、全ての団体

に 10％カットをお願いし、予算の削減に努めたところでございます。

それでは、概要資料の 15 ページをお願いします。

一番上の段の、「児童クラブの運営」4 億 9,133 万円でございます。
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平成 27 年度より 1,363 万円の増額となっております。

クラブ数は、前年度と同様、51 箇所でございますが、平成 27 年度、

新たに、江平、宮崎東、大塚、倉岡の 4 教室を整備したことから、そ

れに係る運営費の増と児童クラブ補助員の日額賃金が上がったこと

によるものでございます。

次に、二段目の「児童クラブ施設整備事業」2,700 万円でございま

す。待機児童の解消を図るため、平成 28 年度は、大宮、港、潮見、

江南の 4つの小学校のそれぞれ 1教室を児童クラブとして利用するた

め施設整備を行うものでございます。なお、定員につきましては 4

箇所で 150 人分を確保する予定でございます。

次に、16 ページをお願いします。下から二番目の「放課後子ども

教室推進事業」1,291 万円でございます。

放課後や週末に学校施設や公民館等を活用して、子どもたちが安心

安全に過ごせる居場所を設け、地域社会の中での子どもたちを健やか

に育む環境づくりを推進していく事業でございまして、市内 48 小学

校のうち 27 小学校に教室を設けております。

次に、17 ページをお願いします。下から二段目の「地域と学校の

連携による教育活動支援事業」230 万円でございます。地域と学校の

連携体制を構築するための事業でございまして、平成 27 年度からの

継続事業でございます。昨年度は、江平、宮崎東、田野、佐土原、穆

佐、生目台東の 6 小学校に学校支援コーディネーターを配置し、事業

の定着化に取り組んできましたが、6 箇所のうち、生目台東小の連携

体制が構築され、今後の活動の定着化が見込まれることから、昨年か

らの 5箇所の継続と新たな 1箇所を加えて体制づくりに取り組むもの

でございます。

次に、18 ページをお願いします。上から三段目の「ふるさと文化

学習支援事業」526 万円でございます。畠山委員にも「ふるさと先生」

としてご協力いただいておりますが、文化、芸術に秀でた宮崎出身の

方を「ふるさと先生」として登録し、小中学校で体験学習型授業を実

施していただくものでございます。現在、25 人のご登録をいただい

ておりまして、宮崎の子どもたちのためにというご厚意で支えられて

いる事業でございます。

次に、20 ページをお願いします。一番上の段の「青島地域複合型

防災施設整備事業」でございます。事業費 10 億 7,770 万円のうち、

生涯学習課分の事業費は、6 億 5,870 万円でございます。

青島地域の防災拠点として、地域センター、保育所、児童センター、

公民館の機能を併せた複合型施設を整備する事業でございまして、平

成 28 年度は、本体工事及び外構工事を行い、平成 29 年度の開館を予

定いたしております。

次に、21 ページをお願いします。一番上の「（仮称）清武地区公

立公民館建設事業」3,950 万円でございます。清武町との合併に伴う

新市基本計画に基づき、清武中学校区にあります大久保学習センター

の建て替えを行うものでございます。平成 28 年度は地質調査や設計

業務を予定いたしておりまして、順調にいけば平成 31 年度開館の予

定でございます。

次に、一段下の「市立図書館の管理運営」1 億 2,265 万円でござい

ます。市立図書館及び佐土原図書館の管理運営に係る費用でございま

す。
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続きまして、一番下の、「市立図書館業務ＮＰＯ委託事業」7,090

万 5 千円でございます。市立図書館の運営業務でございまして、平成

16 年度からＮＰＯ法人ＭＣＬボランティアに委託しております。

最後に、22 ページをお願いします。二段目の「青少年非行防止・

育成事業」1,579 万 1 千円でございます。青少年育成センターの管理

運営にかかる費用や、青少年指導委員の方々の街頭指導活動、相談活

動、啓発活動等に係る費用などでございます。

最後に、三段目から下の 3 事業は、「宮崎科学技術館、大淀川学習

館、きよたけ児童文化センター」の運営に係る指定管理料等でござい

ます。

以上で、生涯学習課関連事業の説明を終わります。

山本保健給食課長 本課の予算のうち、大半は学校給食の実施に伴う恒常的な経費でご

ざいます。全体の予算の 8 割を学校給食費が占めており、その中でも

半分を委託料が占めております。委託料の 7 割は調理等業務の民間委

託によるものですが、これは効率的な運営による経費の削減及び人件

費の削減にもつながっております。

保健給食課におきましても、厳しい財政事情の中、経費削減に努め

つつ、必要経費を確保し、事業成果を得るよう予算を編成いたしてお

ります。

それでは、保健給食課の平成 28 年度当初予算案の概要について、

主なものをご説明いたします。平成 28 年度当初予算案及び平成 27

年度 3 月補正予算案の概要の 23 ページをお開きください。

まず、1 番目の「学校フッ化物応用事業」690 万円でございますが、

この事業は、総合計画戦略事業の「健やかな心身づくりで『健康力』

の向上事業」でございます。児童生徒のむし歯予防を図るため、市立

小中学校においてフッ化物洗口を実施しており、その実施に要する薬

剤等の経費を計上いたしております。なお、現在、市立小中学校 73

校中、70 校で実施しております。

次に、4 番目の「単独調理場空調設備整備事業」298 万 2 千円でご

ざいますが、この事業は、調理場の衛生管理や作業環境を改善し、よ

り安心安全な学校給食を提供するための空調設備整備に要する経費

でございます。現在の空調機器の設置状況は、単独校の給食室が 45

校ございますが、そのうち 23 校が整備済み、22 校が未整備となって

おります。平成 28 年度は 2 校を整備する予定としておりまして、平

成 28 年度よりリース方式による経費の節減と空調機器未設置の学校

への早期整備を図ることとしています。

次に、その下の「学校給食管理運営事業」1 億 8,960 万円でござい

ますが、安心・安全な学校給食を提供するための管理運営等に要する

経費で、「主な事業内容」にございますように、衛生管理や調理員研

修等の実施に要する経費、及び食器、トレー等の購入費、施設、設備

の維持管理費などでございます。

なお、食器につきましては、平成 24 年度より、順次従来の磁器食

器よりも軽くて丈夫なＰＥＮ食器へ入れ替えており、小学校につきま

しては、平成 28 年度で入れ替えが終了し、中学校につきましては、

今後も引き続き更新を進めていくこととしております。

次に、一番下の「学校給食食材加工等業務委託事業」3 億 6,367 万

9 千円でございますが、平成 28 年度は新たに檍北小学校、大塚小学

校の 2 校を民間委託することとしており、その結果、単独調理場は、

小学校 21 校、中学校 10 校、合わせて 31 校となります。なお、共同
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調理場は、1 か所（中央学校給食センター）を委託しております。

24 ページをご覧ください。三段目「学校給食センター管理運営事

業」2 億 7,058 万円でございます。学校給食センター5 施設の管理運

営等に要する経費で、各センターから、小学校 13 校、中学校 15 校に

給食を配送しております。

主なものとしては、非常勤職員の賃金や光熱水費、配送業務や厨房

機器安全点検の委託料などでございます。

25 ページをご覧ください。

１番目の「学校保健安全事業」の 1 億 3,800 万円でございますが、

この事業は、学校保健安全法に基づき、児童生徒の各種健康診断や学

校環境衛生検査に要する経費でございます。なお、学校保健安全法に

基づく健康診断事業として、三段目の就学時健康診断、四段目の教職

員健康診断をそれぞれ実施することとしております。

保健給食課の説明は以上でございます。

日高文化財課長 文化財課の説明をさせていただきます。総括表の 3 ページをご覧く

ださい。一番下の文化財課の欄をご覧ください。

ご覧のとおり文化財課全体の予算は、3 億 4,214 万 2 千円で、前年

度との比較で、9.7％の減となっております。国の補助事業のマイナ

スシーリングによるもので、史跡整備事業費等の減によるものでござ

います。新規事業につきましても、右の欄にございますが、予算案の

概要について内容をご説明させていただきます。

概要の 26 ページをご覧ください。

まず、「文化財保護調査管理費」1,120 万円でございます。これは、

市内にある、国・県・市指定の文化財である史跡、天然記念物の管理

や、文化財の調査、文化財審議会の開催に要する経費でございます。

国や県指定の文化財の管理につきましては、経費の一部に県の補助が

ございます。

３段目の「生目古墳群史跡公園整備事業」2,446 万円でございます。

国史跡として昭和 18 年 9 月に指定され、平成 5 年度より整備を始め

ており、史跡公園としては平成 20 年度に開園しておりますが、その

後も年次的に発掘調査や古墳の復元整備等を進めているところでご

ざいます。

続きまして、27 ページをお開きください。三段目の「生目の杜遊

古館管理運営事業」3,930 万円でございます。遊古館は、埋蔵文化財

センターと体験学習館に分かれております。埋蔵文化財センターで

は、考古学講座や中学校区ごとの遺跡に関する企画展、体験学習館で

は古代文化体験や集団宿泊学習などを実施しております。

一番下の「歴史資料館指定管理料」1 億 866 万円でございます。み

やざき歴史文化館・佐土原歴史資料館・天ケ城歴史民俗資料館の３館

の指定管理料でございます。指定管理者は、公益財団法人宮崎文化振

興協会で、指定期間は平成 28 年度までとなっております。

続きまして、29 ページをご覧ください。一段目の「史跡・埋蔵文

化財公開活用事業」259 万 2 千円でございます。これは、市民の皆さ

んを対象に、遺跡見学会や普及イベントを行うものでございます。特

に普及イベントについては、昨年度から、11 月の「宮崎文化財マン

ス」と銘打ち、更に文化財に親しんでもらおうと、様々なイベントを

企画し、毎週ごとに行う予定としております。
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その下の「生目古墳群世界文化遺産登録推進事業」340 万円でござ

います。新規事業となります。国指定史跡「生目古墳群」を本市の観

光資源・地域活性化資源として活用するため、世界文化遺産登録を目

標に、他県の世界遺産先進地の調査を行うとともに、看板の設置や生

目古墳群をテーマとしたイベントを開催し、認知度向上を図るもので

ございます。

次の「旧宮崎東教育集会所処分事業」420 万円でございます。平成

25 年度の施設評価におきまして、この建物の廃止及び処分が決定い

たしましたので、平成 27 年度に調査を行った権利者に対し、処分の

ための売買契約と権利移転の手続きを行います。

その下の「佐土原城跡保存整備事業」1,549 万円でございます。平

成 9 年度より整備を進めており、継続して立木管理・保存整備工事を

行っていくこととしております。

一番下の「穆佐城跡保存整備事業」1,685 万 3 千円でございます。

この事業につきましても、整備計画に沿って発掘調査及び立木伐採等

を行う予定でございます。また、主郭等復元整備の基本設計を行うこ

ととしております。

次に 30 ページでございます。下から 2 段目の「穆佐城跡史跡用地

取得事業」220 万円でございます。新規事業でございます。国指定史

跡、穆佐城跡の公有化されていない土地の地権者より売却申し出があ

りました。購入予定地の物件調査業務委託を行う予定です。

その下の「安井息軒旧宅保存修理事業」98 万円でございます。新

規事業でございます。国指定史跡である安井息軒旧宅の萱葺屋根の腐

食や欠損が見られるため、修復のための概算設計を委託するものでご

ざいます。保存修理工事は平成 29 年度から予定しております。

文化財課の説明は以上でございます。

二見教育長 ただいま提案のありました議案第 2 号及び議案第 3 号について、ご

質問はございませんでしょうか。

松野代表教育委員 自分の課ではお金は余っていないけれど、他の課では余りそうだか

ら、それを回してもらうということは、補正できないのでしょうか。

江藤教育情報研修

センター所長

「款項目」というものがありまして、通常は「目」の中で予算の流

用を認めてくれますが、それは財政課と話をしながらどこの予算を流

用していくかという話にはなります。

松野代表教育委員 単純に理解するのは難しいですね。総合的に縦の線と横の線が絡み

合ってできているという風に理解すればよろしいですか。

二宮教育局長 先ほどの資料 5 ページのところにありますが、所長が説明したよう

に、予算には「款項目」という枠が組まれています。例えば、「小学

校費」と「中学校費」がありますが、費目で見ると似通っていて、小

学校費が余ったら中学校費に回せるようなイメージがありますが、実

際には予算組みをしたら簡単には動かせませんので、その都度予算を

補正して使えるようになります。結果として、全体では同じ枠の中に

収まりますが、最終補正で辻褄を合わせていくということになりま

す。

藤元委員 いろいろな災害があちこちで起こっていて、防災の観点から階段を

造っていただいたり屋上を整備していただいたりしています。もう一

つ、生活環境が変わったということで、トイレの改修をずっとやって

いただいていて、トイレの整備はどの程度進んでいますか。

福島施設整備課長 トイレ改修事業は 1 校あたり 3 年計画で進めており、最初に計画し

た小学校 3 校、中学校 3 校とあって、2 つ目の段階に入っているとこ
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ろです。ただ、昨年度国の補助金がつかなかった関係で事業が少し遅

れています。

洋式化については、遅れているところについては個別に対応をして

いるところです。

藤元委員 防災については、学校施設が関わってきます。新しい災害が起こっ

ている中で、最近多いのは停電です。光熱費が最近、値上がりしてい

るので、停電をすると電気の大切さがすごくわかります。最近の災害

でも停電が 2、3 日続いていましたよね。そのような時に緊急に少し

だけでも電気が使えるという状況を学校で作れないかと考えたとき、

太陽光の整備、全部ではなくていいですが、蓄電とか、そういう方向

性も学校施設の整備の中で考えないといけないのではないかと思い

ます。

特に小学生の場合は、暗闇になった瞬間に恐怖心がきますし、今後

の方針として特に小学校については電気が切れて停電になった時に、

どうリカバリーするかということも考えるべきではないかと思いま

す。そういうことも防災の部分では必要かと思いますので意見として

言わせていただきました。

江藤教育情報研修

センター所長

今のお答えになるかわかりませんが、いわゆる屋根貸しという事業

がありまして、生目の杜運動公園の体育館と潮見小学校の体育館の屋

根に太陽光パネルを載せました。学校全体を見ると、屋根に載せると

いう形になりますので、今のところ屋根の強度がないとか、維持管理

上の問題があるということでなかなか進んでいないのが現状です。今

後、蓄電池を入れて充電させながら送るという形になってくると、学

校の施設の電気の供給側と、蓄電池を置いた時の電気の線を分けない

といけなくなるという状況です。

潮見小学校にはバッテリーから取り出すような形のものが付けら

れていますし、生目の杜もそのような形で付けられているところで

す。

松野代表教育委員 資料に太陽光発電による収入が出てきましたが、どうなっているの

でしょうか。

福島学校施設課長 屋根貸しの部分ではなく、太陽光パネルを屋上に設けて造った学校

があります。その部分になります。

藤元委員 今後どちらにしても蓄電の技術が進んでくると思います。太陽光に

しても水力にしても、その時使わなければ終わりという状況ですが、

それを溜めておこうという形になると思いますので、学校にはこうい

うものがいいのかなと思います。

確かに太陽光パネルを載せるとなると、とてもじゃないけどもたな

いというところはたくさんありますよね。おそらく５年も経つと蓄電

技術が上がってくると思いますので、いろいろなことを考えて、安全

という部分を考えないといけないのではないかと考えたところでし

た。

二見教育長 特に避難所になる体育館などは、明かりが欲しい時が当然あるでし

ょうから、危機管理課などと詰めてもらいたいと思います。

松野代表教育委員 市内 73 校のうちの 3 校だけはフッ化物洗口をやっていないと思い

ますが、やっていない 3 校はフッ化物洗口に匹敵するような取組はさ

れているのでしょうか。

二見教育長 中学校 2 校、小学校 1 校がまだやっていません。学校の協力体制が

整いませんでしたというお詫びの文書を出した学校もあります。つま

り、学校の協力体制ができなかったということは、慎重派も反対派も



- 17 -

いる中ですので、学校長が今の状態ではみんなでやりましょうという

ところまでは行けなかったということだと思います。

この仕事は、養護教諭が中心にはなりますが、1 人でやりなさいと

いうことではありません。ただ、養護教諭の考え方や存在が大きいで

す。慎重派も異動した先でやっていたら、それをやめようという激し

い運動まであるわけではないですが、丁寧な説明をしながら入れてい

ければいいかなと思っています。

私は、強引に入れるなという市民団体の皆さんと 9 回話し合いをし

ています。1 回は課長だけで対応をしてまいりましたが、慎重な方々

の意見も大事にしたいと思います。強引に入れることはしませんとい

う風に言っておりまして、市長にもそのことはご理解いただいており

ます。慎重な地区の保護者もいらっしゃいますし、職員もいらっしゃ

いますが、このままというわけにはならないと思っています。また、

４月に新しくスタートしたスタッフの中で提案説明がなされると思

います。

藤元委員 これについては、私も最初からずっと関わってきましたが、フッ化

物洗口が始まる前のむし歯の患者の数、3 年後の数、5 年後の数とい

うものがある程度出てこないと、保守的な考えで消極的なところは、

データがないとなかなか動けないと思います。我々も、いいからやっ

てくださいと言うわけにもいきませんので、こういう状況になってい

ますよ、5 年間経ってこういう状況になりましたがいかがでしょうか

というデータがいると思います。こういう話も、最初の頃に出ていた

と思います。

二見教育長 議会でも、確かに減っていますが今の段階で効果があるというとこ

ろまでは言っていません。時期が来たらデータを示して検証結果につ

いてはお伝えしますということを言っています。準備はしています。

藤元委員 最初の時は、新潟のデータが出ていましたよね。何十年に渡って、

ものすごい数の減少がありましたので、それが宮崎市でも出てくると

理解しやすいのではないかと思います。

二見教育長 準備は、保健給食課、県の健康増進課、歯科医師会とも詰めながら、

間もなくと言っていいかどうかわかりませんが、そういうデータを示

しながらこの 5 年間の効果については言える時がくると思います。

予算の全体像を少しお話させていただきたいと思います。各課長に

はよく対応していただきました。特に、人の配置は非常に厳しいと思

っていましたが、藤元委員の発言にも後押しをしていただきましたの

で、何とかこういう形で本議会に委員会分が合算されて上がっていき

ます。本当はもっと要求をしておりました。風呂敷が大きすぎると言

われましたが、閉じないままでも結構認めていただけるかなと思って

おります。各課長と予算担当者にはご苦労いただいたと思っておりま

す。

松野代表教育委員 子どもの文化活動、いろいろな劇を観たり演奏や合唱を聞いたり、

こういった心を育んでいくものは、課長さん方も苦労なさっているこ

とと思いますが、マイナスシーリングがかかるにしても、努めてそこ

は現状維持でお願いしたいと思っております。以上です。

二見教育長 それでは、議案第 2 号「平成 28 年度一般会計予算案（教育委員会

関係分）について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし

二見教育長 議案第 2 号は承認されました。

続きまして、議案第 3 号「平成 27 年度一般会計補正予算案（教育
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委員会関係分）について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし

二見教育長 議案第 3 号は承認されました。

続きまして、議案第 4 号「宮崎市歴史資料館条例の一部改正の原案

について」、事務局から説明をお願いします。

日高文化財課長 議案第 4 号「宮崎市歴史資料館条例の一部改正の原案について」、

ご説明いたします。

まず、今回の条例改正の背景となりました、施設再配置についてご

説明させていただきます。平成 25 年度より、同じ利用用途の施設の

機能を統合・集約することによって、建物の数、面積を見直すことに

より、効率的な施設の運営を行うために進められてきたところです。

この中で、今後の経営の方向性を見据え、平成 26 年度に再配置計

画が決まったところです。その中で、教育委員会文化財課所管の施設

である、博物館施設がその対象となったところです。内容としては 4

点ございます。

まず第 1 点、生目の杜遊古館にみやざき歴史文化館の収蔵以外の機

能を統合します。第 2 点、みやざき歴史文化館は、公の施設の用途を

廃止します。第 3 点、佐土原歴史資料館、天ケ城歴史民俗資料館は開

館時間を縮小します。第 4 点、きよたけ歴史館は機能を変更して、指

定管理者の導入を行います。以上が施設再配置により決定したところ

でございますが、今回の議案は、佐土原・高岡・清武に関するもので

ございます。

議案の説明に入ります。議案 9 ページをご覧ください。

提案理由にもございますが、佐土原歴史資料館及び天ケ城歴史民俗

資料館の休館日を変更し、並びにきよたけ歴史館の機能を変更して、

安井息軒記念館を設置し、その管理を指定管理者に行わせる等のため

の改正でございます。12 ページに新旧対照表がございますので、そ

ちらで説明させていただきます。

まず、第 2 条の施設の名称でございます。宮崎市佐土原歴史資料館

でございますが、佐土原出土文化財管理センターを、公の施設から削

除し、鶴松館の一部として取り扱い、商家資料館「旧阪本家」の施設

となります。

次に、宮崎市きよたけ歴史館でございますが、安井息軒の顕彰施設

に機能を特化し、「宮崎市安井息軒記念館」と名称を変更します。併

せて、埋蔵文化財センターを削除し、新たに安井息軒旧宅を施設の一

部とします。

次に、第 5 条の休館日でございます。13 ページをご覧ください。

上から 9 行目の(2)でございます。宮崎市佐土原歴史資料館及び宮崎

市天ケ城歴史民俗資料館の休館日を、月曜日から金曜日までの休日を

除く日とするものでございます。開館日は、土曜・日曜・祝日とし、

季節開館として、宮崎市佐土原歴史資料館は、5 月 15 日から 6 月 14

日までの花しょうぶ開花の期間、宮崎市天ケ城歴史民俗資料館は 3

月 15 日から 4 月 14 日までの桜まつりの期間は開館するものです。

次に、第 6 条の指定管理者による管理でございます。現在、直営で

管理しておりました宮崎市きよたけ歴史館を、名称変更と併せて、そ

の管理を指定管理者に行わせる体制となっております。

以上で説明を終わります。

二見教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。

藤元委員 指定管理は今からの募集ですか。
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日高文化財課長 指定管理は、公募・非公募が決定しておりませんので、公募の内容

を決めたうえで判断したいと思います。

二見教育長 4 町と合併して、今のような保有施設になりましたが、いろいろな

検討をいただいたうえで、こういう方向性が示されました。各論にな

りますと、いろいろな声は聞こえるとは思いますが、管理する側とし

ては仕方がないことかなと思っております。

他にございませんか。

委員 なし

二見教育長 それでは、他にないようですので、議案第 4 号「宮崎市歴史資料館

条例の一部改正の原案について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし

二見教育長 議案第 4 号は承認されました。

続きまして、議案第 5 号「宮崎市指定無形民俗文化財の指定につい

て」、事務局から説明をお願いします。

日高文化財課長 議案 15 ページをご覧ください。

議案第 5 号「宮崎市指定無形民俗文化財の指定について」でござい

ます。今回、宮崎市村角町にございます、高屋神社神楽（たかやじん

じゃかぐら）の宮崎市指定無形民俗文化財の指定でございます。16

ページに概要がございます。

高屋神社神楽は、毎年 3 月 21 日前後の日曜日の午後から夕刻にか

けて奉納される春神楽で、五穀豊穣（ごこくほうじょう）・子孫繁栄

（しそんはんえい）等を願い、厄祓い（やくばらい）祈願の意味が込

められています。

現在は 17 番が舞い継がれており、宮崎平野農村地帯の神楽に特徴

的な演目と同時に、独自の形態の演目も見られます。17 ページに写

真を添付しておりますが、一番下の神楽面には、享保 14 年（1729 年）

の銘があり、江戸時代中頃には神楽が行われていたことが窺えます。

高屋神社神楽保存会は、強固な伝承基盤が形成されており、神事に

先立ち、浜くだりによる禊（みそぎ）を行い、神庭作りにおいても、

独特の取組がしっかりと伝承されており、また、神楽に対する地域の

協力体制が構築されています。以上、高屋神社は宮崎市平野部におけ

る農村地帯の神楽の特色を持つ神楽として文化財的価値を有するも

のであり、これまで指定された神楽と比較しても遜色ないものと考え

られます。よって、宮崎市文化財保護条例第 5 条に基づき、宮崎市指

定無形民俗文化財として指定するものとしました。

説明は以上でございます。

二見教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。

松野代表教育委員 所在地は何と読むのでしょうか。

日高文化財課長 読み方については「たちばなそん」と読むようです。

二見教育長 これは、文化財審議会に諮問をして、答申をもらってということで

すね。

日高文化財課長 そういうことです。

二見教育長 他にございませんか。

委員 なし

二見教育長 それでは、他にないようですので、議案第５号「宮崎市指定無形民

俗文化財の指定について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし

二見教育長 議案第 5 号は承認されました。

続きまして、報告に入ります。「４ 議事報告」と印字された報告
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書の表紙裏 1 ページをご覧ください。

報告第 3 号「平成 27 年度第 6 回宮崎市特別支援教育就学相談委員

会（答申及びまとめ）の報告について」、事務局から説明をお願いし

ます。

松竹学校教育課長 報告第 3 号別紙の 3 ページをご覧ください。

平成 27 年度第 6 回宮崎市特別支援教育就学相談委員会（答申及び

まとめ）が、2 月 12 日（金）本教育委員会室において行われました。

宮崎市特別支援教育就学相談委員会の会長から、教育長に答申が手渡

されました。答申の内容につきましての概要は以下のとおりでござい

ます。

平成 28 年度就学児のうち、諮問した 270 名についての就学判断の

答申が行われました。

答申は、就学相談委員会委員が諸調査に基づき、医学的・心理学的・

教育的な観点から、総合的かつ慎重に審議し判断されたものです。判

断の内容は、特別支援学校への就学が適当とする児童が 26 人、特別

支援学級への就学が適当とする児童が 88 人、通常の学級への就学が

適当とする児童が 144 人、宮崎大学附属小学校、市外への転出の児童

が 12 人でございました。

就学判断において配慮すべき事項のある児童については、今後も学

校や保護者と継続して相談しながら、対象児童の能力を十分伸ばせる

ように支援をしていくことが、答申の中で確認をされました。以上で

ございます。

二見教育長 ただいまの報告に対して、ご質問はございませんか。

現在の相談状況を含めて、人員体制の充実について、事務局から説

明をお願いします。

松竹学校教育課長 説明をさせていただきます。ここにもありましたが、就学の相談に

つきましては、年々相談件数が増加しております。今年度は合計 273

件となっております。昨年度の 1.5 倍になりますが、相談件数に現在

相談センターの特別支援相談員が 3 人で対応をしてくださっており

ますが、この後の答申のための資料を作られることなどの事務作業も

膨大なものがあり、人事課に人員の増員をお願いしておりましたとこ

ろ、願いどおり 2 人の増員が認められ、来年度から 5 人体制で、相談

センターで相談にあたっていただくことになりました。

松野代表教育委員 答申を受けて、特別支援学校への就学が適当と判断された 26 名、

特別支援学級への就学が適当とされた 88 人の保護者の方の対応はど

のようなものが予想されるかお聞かせください。

松竹学校教育課長 まず、特別支援学校が適当と判断された子どもさんのうち、5 人は

保護者の意向と相違がございます。次の、特別支援学級が適当と判断

された子どもさんのうち、28 人は保護者の意向と違っておりますの

で、今後は今の相談員の先生方を中心に、相談やご指導をお願いする

ものでございます。

二見教育長 他にございませんか。

委員 なし

二見教育長 それでは、報告第 4 号「臨時代理の報告について」は人事案件とな

りますので非公開といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

委員 異議なし

二見教育長 それでは、ただいまより非公開といたします。

≪ 非公開 ≫

二見教育長 ここで非公開を解除します。
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それでは、本日報告のありました非公開以外の報告内容について、

我々5 名で意見交換したいことはございますか。

松野代表教育委員 まずは、昨日県の教育長や知事、各部長さん方の中で、職員の服務

規律のお話があったとの報道がありました。飛田教育長の談話の中

で、「市町村教育委員会とも連携を図りながら」との言葉がありまし

たが、私たちも本当にこれは他人事ではないといつも思っておりま

す。

各学校でいろいろな努力はされていますが、事故はなかなか減らな

いという現状があります。宮崎でもいろいろな手立てを取っていて、

速度違反は大分減ったという話も伺っております。そういう取組を、

他のところでもやっていらっしゃるとは思います。そのようなことを

考えました。

二見教育長 続きまして、「5 その他」に移りますが、委員の皆さまから、情

報提供等がありましたらお願いいたします。

委員 なし

二見教育長 それでは、来年度の本市教育委員会活性化プランについてです。こ

の件については、3 月定例会でお諮りする予定にしておりますが、本

日は委員の皆さまから、前もってご意見等をお伺いしたいと思ってお

ります。それでは、事務局から説明をお願いします。

時任企画総務課長 それでは、宮崎市教育委員会活性化プランについてご説明いたしま

す。その他資料 1 ページをご覧ください。

本市教育委員会では、開かれた教育委員会を目指し、委員会の活性

化を図るため、平成 19 年 1 月に宮崎市教育委員会改革プランを策定

し、市長との意見交換会や学校訪問視察、委員研修会などを実施して

まいりました。平成 22 年 4 月からは、中学生との意見交換会を計画

に加えるなど、改革プランをより充実させた、宮崎市教育委員会活性

化プランを策定し、教育委員会の活性化に取り組んできたところで

す。この活性化プランは、概ね 3 年を目処に見直しを図っているとこ

ろでございまして、平成 25 年度から第二次活性化プランとして取り

組み、本年度がその最終年度となっております。活性化プランでは、

これまで意見交換会、視察研修、勉強会の 3 つを大きな柱として取り

組んでおります。来年度からの新たな活性化プランの策定にあたりま

して、内容や開催時期等について、委員の皆さまのご意見をお聞かせ

いただきたいと思います。なお、教育長からお話がありましたとおり、

3 月定例会で皆さまのご意見を踏まえ、来年度の活性化プラン案をご

提案させていただきます。よろしくお願いいたします。

資料の「教職員」と「地域」のところが「休止」になっております

が、当時の記録を見ると、教職員との意見交換会が休止になったのは、

平成 24 年度に赤江中で開催したが、全教職員が出席したため、教職

員の声を聞くという観点では効果が薄かった。また、平成 20 年度か

ら 5 年経過して、一旦休止として、必要に応じた開催とすることとし

たという記録が残っております。

地域との意見交換会は、直近では平成 24 年度に実施いたしており

ますが、参加人員が多すぎて参加者との意見交換時間が十分取れなか

った、また地域から学校への要望が多くなってしまったとの反省点が

挙げられておりました。また、地域と学校の連携というテーマで行っ

たにも関わらず、学校と地域という構図になってしまい、意見交換に

は馴染まないということで、一旦休止し必要に応じて開催することに

いたしました。
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松野代表教育委員 今年度は夏休みに教職員の代表の方と意見交換会をやりましたよ

ね。いろいろな意見が聞けてよかったと思います。あの範囲ぐらい（小

中学校から生徒指導主事、養護教諭、栄養教諭、新任教諭が各 1 名ず

つ出席）が限度ではないでしょうか。あれ以上多くなると焦点がぼや

ける気がしますね。

「市長との意見交換」の所の 27 年度がバツになっていますが、こ

こにも書いてありますように、総合教育会議を開いて市長と意見交換

をしています。これも当然活性化プランの内容に当てはまります。

時任企画総務課長 市長との意見交換会は、非公開で自由な意見を交換していただいて

おりましたが、総合教育会議は公開が原則となりますので、出席いた

だいたような形となりました。今年度は総合教育会議を 2 回開催する

ことといたしましたので、市長との意見交換会は行いませんでした。

藤元委員 公開も非公開も同じように意見を言っているような気がしますの

で、非公開を希望することもないと思います。

松野代表教育委員 地域との意見交換会が休止になっていることには理由があるので

しょうか。

時任企画総務課長 その時の参加者が 50 人（委員会関係者と地域の方が半々）で、な

かなか意見交換というものができなかったということが記録に残っ

ています。

畠山委員 それは、希望者が 50 人いたからなのか、設定が 50 人だったのかど

ちらでしょうか。

時任企画総務課長 地域事務所を通じて参加希望を募った結果、20 数人参加したとい

うことです。地域に開かれた教育委員会を目指し教育委員会定例会を

地域で開催しており、地域の人たちと教育やまちづくりについて話し

合うことを目的として地域の方と意見交換会を同じ会場で行ってお

ります。会には、各地域の代表者に出席いただいておりますが、平成

24 年度は、宮崎市民文化ホールイベントホールで大淀地区の方と意

見を交換しております。教育委員や小中学校の校長、さらに自治会役

員など、併せて 50 人ほどが参加しております。

二見教育長 私も出席しましたが要望活動が多く出された記憶があります。

﨑田委員 年度ごとに地区を変えてきたということですか。

時任企画総務課長 はい。

過去に、大塚地域、青島地域、北地域と 20 年度は 3 回やっており

ます。21 年度は、木花地域、住吉地域でやっております。22 年度が

清武地域とやったようです。

二見教育長 市長のふれあいトークが地域で開催され、教育に関することがテー

マになることもあります。地域と教育委員会と意見交換を開催しても

同じテーマになることも考えられますので、二重には開催してなくて

もよいかなと思っています。

二見教育長 教育委員さん方が出席する会議や学校訪問も結構ありますので、そ

こも考えながら、中学生とやりたいな、教職員代表もいろいろな意見

を持っているな、保護者とも話せる場面がほしいなと思っています。

少しずつ広げながらやってきておりますが、広げるだけということに

も限界があると思います。今日のご意見もいただきながら、また次回

定例会で煮詰めていただければいいかなと思います。

時任企画総務課長 もう 1 点、研修旅費として 28 年度は、市外旅費の予算を組んでお

ります。

二見教育長 今年は行っていないですよね。

時任企画総務課長 1 年おきで、26 年度は予算を組んでおりましたが未実施でした。



- 23 -

二見教育長 他にございませんか。

委員 なし

二見教育長 3 月の定例会で活性化プランを改めて提示させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

続きまして、事務局から 2 件ございます。1 件目は、全校児童生徒

表彰について、2 件目は、旧去川小学校跡地の利活用の現状について、

事務局から一括して説明をお願いします。

時任企画総務課長 まず、善行児童生徒表彰についてご報告させていただきます。資料

の 2 ページ、3 ページになります。

2 ページには表彰要綱を載せております。第 6 条で表彰選考会の規

定をしておりますが、本年 1 月 7 日に開催したところです。

それでは 3 ページをご覧ください。被表彰件数を記載しております

が、本年度は個人が 97 件、団体が 6 件、計 103 件。人数にして合計

149 人の表彰を行います。宮崎市立の小中学校は、73 校全校から推薦

をいただいております。また、その他宮崎大学附属小中学校、宮崎西

高附属中学校、宮崎第一中学校からも推薦をいただいております。表

彰式は各学校で行いますが、すでに 2 月 7 日から始まっており、3 月

15 日までに全校集会などの際に表彰を行っていただくこととなって

おります。被表彰者には、宮崎市から表彰状、図書カード、記念写真

を贈呈いたしますが、本年度も一般財団法人椎屋恵進会様から、記念

品として銅製の盾と電子辞書が全員に贈呈されることとなっており

ます。なお、表彰者一覧に関しましては、現在まとめの作業中でござ

いますので、3 月中旬には委員の皆さまにお配りできるのではと考え

ております。

次に、旧去川小学校跡地利用について、4 ページをご覧ください。

旧去川小学校の跡地の利用につきましては、現在、有限会社サング

ロウが、去川こども村と名付けて、イベント等を実施してまいりまし

た。本市と有限会社サングロウとは、平成 23 年 8 月から 5 年間の期

間で、校舎の無償貸借契約及び土地の賃貸借契約を締結いたしており

ました。今年に入り、契約更新の申請がございませんでしたので、本

年 7 月末をもって契約期間は終了となります。

これまでの経緯でございますが、平成 21 年 4 月 1 日に、児童数の

減少により、閉校に至ったところでありました。当時の去川小学校は、

児童数の減少が見込まれていたため、地域及び保護者から、高岡小学

校と統合してほしいという要望が出されておりました。なお、閉校前

の全児童数は 14 名でございました。閉校後の跡地利用につきまして

は、去川地区で設置されております、農業農村活性化委員会が中心と

なり、地域住民主体による利活用方法について一年半かけて協議を行

っておりますが、地元による活用、維持は難しいとの結論に至り、利

用計画につきましては本市に一任するとの最終判断がなされました。

それを受けて、教育委員会他関係部署で構成する、宮崎市学校跡地等

利活用検討委員会を設置いたしました。そこで、学校跡地の利用団体

を公募することを決定し、公募を平成 23 年 2 月から開始した結果、5

つの団体から申込がございました。市の関係部署のほか、新たに地元

自治公民館長などを加えた、宮崎市学校跡地等利用候補者選定委員会

を設置し、利用候補者の選定を行いました。その結果、有限会社サン

グロウに決定し、同年 7 月に契約を締結したところでございます。
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有限会社サングロウの基本構想は、子どもたちの遊びと体験学習を

融合させたプレイングキャンパスとして、様々な事業を展開すること

になっており、また、地域活性化への地元住民の期待もございました。

しかし、当初の構想に基づいた実績が得られておらず、本年度は初年

度あたりと比べてみて事業が縮小しているようでございます。

今後につきましては、これまでの状況を踏まえ、地域住民の意見を

聞きながら、本市の施設評価の貸付継続の方針に従い、貸付の方向で

再公募を行いたいと考えております。

二見教育長 ただいまの 2 件の報告に対して、ご質問はございませんか。

畠山委員 校舎はそのまま使っているのでしょうか。

時任企画総務課長 校舎はそのまま使っています。

国の補助を受けて建設した建物でありますことから、文科省の手引

に従って、用途変更の手続きを行ったり、処分を行ったりすることと

なります。その手引では、校舎は無償で貸借することができるのです

が、敷地に関しては有償で貸し出すこととなります。

松野代表教育委員 敷地のみ有償というのは、どういうことですか。

時任企画総務課長 建物の方は、国庫補助を受けて建設している関係で、有償で売却や

貸付しますと、国の承認が必要となるわけですが、校舎の一部は比較

的新しい時期に補助を受けて改修を行っていたことや旧高城町の四

家小学校を民間企業に無償貸付するという先進事例がありましたこ

とから、校舎を無償で貸し出す相手方を探すということになったよう

です。ただし、公有財産を無償で貸付を行う場合は、議会の議決が必

要ということで、当時、市議会にも承認をいただいております。

二見教育長 旧去川小のような規模の学校を民間で活用しようとすると高い維

持費が必要だと思います。

松野代表教育委員 近くにある二見家住宅とは関係はないのですか。

時任企画総務課長 関係はありません。

二見教育長 ほかに質問もないようですので、続きまして、「6 次回委員会

の決定」について、事務局から説明をお願いします。

時任企画総務課長 次回臨時会は、平成 28 年 3 月 5 日（土）午前 9 時から、教育委

員会室で開催することをご提案いたします。

また、定例会は、平成 28 年 3 月 28 日（月）午前 9 時から、教

育委員会室で開催することをご提案いたします。

二見教育長 提案のありました日時で、臨時会及び次回定例会を開催してよ

ろしいでしょうか。

委員 異議なし

二見教育長 続きまして、資料 2 ページをご覧ください。「7 行事予定」に

ついて、事務局から説明をお願いします。

時任企画総務課長 （説明）

二見教育長 以上をもちまして、平成 28 年第 2 回定例会を終了させていただ

きます。


